
報告第６号

   令和２年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（ 第２号）（ 専決処分）

地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により、令和２年度恵庭市

国民健康保険特別会計補正予算（ 第２号） を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定により報告し、承認を求める。

  令和２年６月２４日提出

                            恵庭市長 原 田   裕  
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専決処分書

地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により、令和２年度恵庭市

国民健康保険特別会計補正予算（ 第２号） を次のとおり専決処分する。

  令和２年５月３１日

                            恵庭市長 原 田   裕  

令和２年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（ 第２号） は、次に定めるところによる。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２９，０７６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６，９１７，６４１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「 第一表 歳入歳出予算補

正」 による。
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議案第１８号

   恵庭市花の拠点設置条例の制定について

 恵庭市花の拠点設置条例を次のとおり制定することについて議決を求める。

  令和２年６月２４日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市花の拠点設置条例

（ 目的）

第１条 この条例は、気軽に花と触れ合い、観光客やレクリエーション客が時間を消費できる

魅力のあるエリアをつく り、「 花のまち恵庭」の知名度を高めるための観光拠点として設置す

る恵庭市花の拠点（ 以下「 花の拠点」 という。） について、恵庭市都市公園条例（ 昭和４０年

条例第８号。以下「 都市公園条例」 という。） に定めるもののほか、必要な事項を定めること

を目的とする。

（ 定義）

第２条 この条例において使用する用語の意義は、都市公園法（ 昭和３１年法律第７９号） 及

び都市公園条例において使用する用語の例による。

（ 名称及び位置）

第３条 花の拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

花の拠点 恵庭市南島松８１７番１、８１７番３から５、８１７番７、
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８１７番８、８１７番１０から１２、８１７番１８から２

２、８２３番、８２７番１、８２８番１、８２８番３から

５、８２８番９、８２８番１０、８２９番１から７、８３１

番、８３２番１、８３２番３から５、８３３番２、８３５番

２から５、８３６番１

（ 施設等）

第４条 花の拠点に、都市公園法第２条第２項の公園施設として、次の各号に掲げる便益施設

を置く 。

(1 ) 駐車場（ 第５号に規定するＲＶパークを除く 。以下同じ。）

(2 ) 道と川の駅花ロードえにわ

(3 ) 農畜産物直売所

(4 ) 多目的交流物産館

(5 ) ＲＶパーク（ 車中泊専用駐車場をいう。以下同じ。）

(6 ) センターハウス

(7 ) 電気自動車等用急速充電設備（ 規則で定める電気自動車等を充電するための急速充電器

及びそれに附属する規則で定める附帯物をいう。以下同じ。）

(8 ) 前各号に掲げるもののほか、花の拠点に必要なものとして市長が設置するもの

２ 花の拠点に都市公園法第５条第１項に定めるところにより、市長以外の者が同法第２条第

２項の公園施設を設置する場合にあっては、都市公園条例の規定を準用する。

３ 前２項の規定により設置される公園施設以外の部分をガーデンエリアと総称する。

４ 市長は、入場に当たり入場料相当額として使用料を徴収する区域（ 以下「 有料公園区域」

という。） としてガーデンエリアの一部又は全部を別に定めることができる。

５ 都市公園条例に定めるもののほか、花の拠点の公園施設のうち、ＲＶパーク、センターハ

ウス（ ＲＶパーク利用者用の休憩等に供する部分及び子ども用の遊戯に供する部分を利用す

る場合に限る。）及び電気自動車等用急速充電設備の使用料については、別表第１に掲げると

おりとする。

６ 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前２項の使用料の全部又は一部
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を免除することができる。

（ 供用時間及び休業日）

第５条 花の拠点の公園施設の区分に応じた供用時間及び休業日は、別表第２に掲げるとおり

とする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用時間及び休業日を変更し、また臨時に休

業することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、都市公園法第５条第１項の許可をする場合又は都市公園条例第

２５条の規定により指定管理者による管理を行わせる場合にあっては、当該公園施設の供用

時間及び休業日は、当該許可を受ける者又は指定管理者が定めるものとする。

３ 前項に規定する場合のほか、花の拠点の管理運営その他の理由で特に必要と認めるときは、

臨時に供用時間又は休業日を定め、又は変更することができる。

４ 前２項の規定により、市長以外の者が公園施設の供用時間及び休業日を定め、又は変更し

た場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

（ 利用の制限）

第６条 市長は、都市公園条例で定めるもののほか、花の拠点について、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、利用を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1 ) 公序良俗に反する行為を現に行い、又は行うおそれのある者

(2 ) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある者

(3 ) 施設又は設備を損傷するおそれのある者

(4 ) その他花の拠点の管理上支障があると認められる者

 （ 損害賠償の義務）

第７条 花の拠点を利用する者が、花の拠点の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指

示するところに従い、これを原状に復し、それによって生じた損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除するこ

とができる。

（ 指定管理者）

第８条 都市公園条例第２５条の規定により花の拠点の管理を指定管理者に行わせる場合にあ

っては、指定管理者は、都市公園条例で定める業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うも
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のとする。ただし、都市公園法第５条第１項の許可を受けた者が設置又は管理をする部分を

除く 。

(1 ) 公園施設及びガーデンエリアの維持管理に関する業務

(2 ) 公園施設及びガーデンエリアの利用調整に関する業務

(3 ) 公園施設及びガーデンエリア並びにその附属設備の維持及び補修に関する業務

(4 ) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が花の拠点の管理運営に関して必要と認める業

務

２ 指定管理者に花の拠点の管理を行わせる場合においては、第６条及び前条の規定中「 市長」

とあるのは「 指定管理者」 と読み替えるものとする。

（ 利用料金）

第９条 前条の規定により指定管理者に花の拠点の管理を行わせる場合においては、有料公園

区域、ＲＶパーク、センターハウス及び電気自動車等用急速充電設備の利用並びに行為の許

可に係る料金（ 以下「 利用料金」という。） を指定管理者の収入として収受させることができ

る。

２ 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、

指定管理者が定める利用料金の額は別表第１に定める額を上限とするほか、利用料金に関す

る事項は、都市公園条例の規定を準用する。

（ 補則）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（ 施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。ただし、第３項の規定は、公布の日から施行する。

（ 恵庭市道と川の駅花ロードえにわ設置条例の廃止）

２ 恵庭市道と川の駅花ロードえにわ設置条例（ 平成１７年条例第２９号） は、廃止する。

（ 準備行為）

３ 使用許可等に係る手続その他花の拠点の供用を行うにあたり必要な準備行為は、この条例
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の施行の日前においてもすることができる。

別表第１（ 第４条関係）

名称 単位 使用料

ＲＶパーク及びセンターハウ

ス（ ＲＶパーク利用者用の休

憩等に供する部分を利用する

場合に限る。）

駐車場１区画１泊当たり ２，５００円

ただし、センターハウス

（ ＲＶパーク利用者用

の休憩等に供する部分

を利用する場合に限

る。）の利用料金を含む。

電源設備１基１泊当たり ５００円

センターハウス（ 子ども用の

遊戯に供する部分を利用する

場合に限る。）

１時間当たり ２５０円

電気自動車等用急速充電設備 １回当たり３０分 ５００円

別表第２（ 第５条関係）

名称 供用時間 休業日

駐車場、道と川の駅花ロードえ

にわ（ ２ ４時間ト イレに限

る。）、ＲＶパーク、電気自動車

等用急速充電設備及びガーデ

ンエリア

０時から２４時まで 無休

道と川の駅花ロードえにわ（ ２

４時間トイレを除く 。）、多目的

交流物産館及びセンターハウ

ス

・ ４月１日から１０月３１

日まで 午前９時から午

後６時まで

・ １１月１日から翌年の３

月３１日まで（ 休業日を除

各年の１２月３１日か

ら翌年の１月２日まで

の間
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く 。）  午前９時から午後

５時まで

農畜産物直売所 ・ ４月１日から６月３０日

及び１ ０月１日から１ １

月３ ０日まで 午前９時

から午後５時まで

・ ７月１日から９月３０日

まで 午前９時から午後

６時まで

・ １２月１日から翌年の３

月３１日まで（ 休業日を除

く 。）  午前１０時から午

後４時まで

各年の１２月２９日か

ら翌年の１月４日まで

の間
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議案第１９号 

花の拠点整備工事の請負契約の変更について 

 令和元年９月１１日に議決された花の拠点整備工事の請負契約を次のとおり変更することに

ついて議決を求める。  

令和２年６月２４日提出 

恵庭市長 原 田   裕   

記 

変更前の契約金額 変更後の契約金額 

５４０，３２０，０００円 ５４６，５７９，０００円 
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議案第２０号 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（ 第５号）  

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（ 第５号） は、次に定めるところによる。 

（ 歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，４５９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３６，１３５，４１１千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「 第一表 歳入歳出予算補

正」 による。  

 （ 繰越明許費）  

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、「 第二表 繰越明許費」 による。  

令和２年６月２４日提出 

恵庭市長 原 田   裕 
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